
公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

令

和

元

年

六

月

六

日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

災
害
時
に
お
け
る
復
旧
工
事
等
に
お
い
て
、
緊
急
性
に
応
じ
て
随
意
契
約
等
の
入
札
契
約
方
法
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、

入
札
契
約
に
お
け
る
手
続
の
透
明
性
及
び
公
正
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
国
は
、
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
周
知
す

る
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
等
は
、
災
害
対
応
に
従
事
す
る
地
域
の
建
設
業
者
が

将
来
に
わ
た
り
活
躍
で
き
る
よ
う
、
平
常
時
か
ら
発
注
者
の
予
定
価
格
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
可
能
な
限
り
最
新
の
単
価

設
定
や
見
積
り
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
災
害
時
に
は
、
見
積
り
を
積
極
的
に
活
用
し
、
そ
の
災
害
対
応
等
に
必
要
な
費
用

を
反
映
し
た
適
正
な
価
格
と
な
る
よ
う
努
め
、
地
域
に
お
け
る
発
注
関
係
事
務
が
円
滑
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
発
注
者
間
の
連

携
を
強
化
す
る
こ
と
。

二

国
及
び
地
方
公
共
団
体
等
は
、
建
設
現
場
で
働
く
技
術
者
・
技
能
者
の
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
が
適
正
に
確
保
さ

れ
る
よ
う
、
週
休
二
日
の
確
保
等
を
含
む
適
正
な
工
期
設
定
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
国
は
、
労
務
費
、
法
定
福
利
費
等
が

適
切
に
支
払
わ
れ
る
よ
う
、
そ
の
実
態
把
握
等
に
努
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

国
は
、
地
域
に
お
け
る
公
共
工
事
の
施
工
時
期
の
平
準
化
に
当
た
っ
て
は
、
繰
越
明
許
費
や
債
務
負
担
行
為
等
の
活
用
に

よ
る
翌
年
度
に
わ
た
る
工
期
の
設
定
等
の
取
組
に
つ
い
て
地
域
の
実
情
等
に
応
じ
た
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
好
事
例
の
収

集

・

周

知

、

発

注
者

ご

と

の

平

準

化

の

進

捗

状

況

を

把

握

し

公

表

す

る

な
ど

、

そ

の

取
組

を

強

力

に

支

援
す

る

こ

と

。

ま

た
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
等
は
、
受
注
者
側
が
計
画
的
に
施
工
体
制
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
各
発
注
者
が
連
携
し
、
発
注



見
通
し
を
統
合
し
て
公
表
す
る
取
組
の
更
な
る
拡
大
を
図
る
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

国
及
び
地
方
公
共
団
体
等
は
、
建
設
現
場
に
お
け
る
生
産
性
向
上
を
図
る
た
め
、
技
術
開
発
の
動
向
を
踏
ま
え
、
情
報
通

信
技
術
や
三
次
元
デ
ー
タ
の
活
用
、
新
技
術
、
新
材
料
又
は
新
工
法
の
導
入
等
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
国
は
、
地
方
公
共

団

体

や

中

小

企

業

・

小

規

模

事

業

者

を

始

め

と

し

た

多

く

の

企

業

等

に

お

い

て

も

普

及
・

活

用

さ

れ

る

よ
う

支

援

す

る

こ

と
。

五

国
及
び
地
方
公
共
団
体
等
は
、
公
共
工
事
の
品
質
確
保
を
図
る
上
で
、
公
共
工
事
に
関
す
る
調
査
等
の
品
質
が
重
要
な
役

割
を
果
た
す
こ
と
を
踏
ま
え
、
公
共
工
事
に
関
す
る
調
査
等
に
お
い
て
も
、
適
正
な
予
定
価
格
の
設
定
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
受
注

の
防
止
、
適
正
な
履
行
期
間
の
設
定
、
履
行
期
限
の
平
準
化
、
災
害
時
の
緊
急
対
応
の
推
進
等
に
留
意
し
た
発
注
が
な
さ
れ

る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

社
会
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
及
び
維
持
管
理
の
実
施
や
災
害
の
頻
発
に
的
確
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
公
共
工
事
の
品
質
確
保

に

係

る

取

組

を

推

進

す

る

た

め

、

国

及

び

地

方

公

共

団

体

等

は

、

技

術

者

の

確

保

、

育

成

を

含

む

体

制

の

強

化

を

図

る

こ

と
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
財
源
や
人
材
に
不
足
が
生
じ
な
い
よ
う
、
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


